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月
は
労
働
保
険　
　
　
　
　

10
　
　
　

適
用
促
進
月
間
で
す
！

労
働
者
が
安
心
し
て
働
け
る

職
場
と
な
る
よ
う
、
ま
だ
労
働

保
険
に
加
入
し
て
い
な
い
事
業

主
の
方
は
加
入
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

労
働
保
険
と
は

労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
総

称
で
、
労
働
者
の
生
活
安
定
、

福
祉
の
増
進
な
ど
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
政
府
が
直
接
管

理
・
運
営
し
て
い
る
保
険
で
す
。

　

労
働
保
険
は
農
林
水
産
業
の

一
部
を
除
き
労
働
者
を
1
人
で

も
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
は
法

人
・
個
人
を
問
わ
ず
全
て
加
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

・
労
災
保
険
と
は

労
働
者
が
業
務
上
の
事
由
ま

た
は
通
勤
に
よ
っ
て
負
傷
あ
る

い
は
不
幸
に
も
死
亡
し
た
場
合

に
、
必
要
な
保
険
給
付
を
行
い
、

被
災
労
働
者
や
そ
の
家
族
を
保

護
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
社

会
復
帰
の
促
進
な
ど
労
働
者
の

福
祉
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業

も
行
っ
て
い
ま
す
。

※
日
々
雇
用
者
や
学
生
バ
イ
ト

な
ど
も
対
象
に
な
り
ま
す
。

・
雇
用
保
険
と
は

労
働
者
が
失
業
し
た
場
合
に
、

再
就
職
の
促
進
と
生
活
安
定
の

た
め
に
失
業
給
付
を
行
う
と
と

も
に
、
在
職
中
の
労
働
者
も
対

象
と
し
て
失
業
の
予
防
、
雇
用

継
続
の
援
助
、
雇
用
構
造
の
改

善
、
労
働
者
の
能
力
開
発
向
上

な
ど
雇
用
に
関
す
る
機
能
を
有

す
る
制
度
で
す
。

※
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

も
就
労
形
態
に
よ
っ
て
は
対
象

に
な
り
ま
す
。

加
入
手
続
き
は

労
働
保
険
に
加
入
す
る
に
は
、

労
働
保
険
の
保
険
関
係
成
立
届

を
労
働
基
準
監
督
署
ま
た
は
公

共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
）
に
提
出
し
、
そ
の
年
度
分

の
労
働
保
険
料
を
申
告
・
納
付

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
併
せ
て
、
雇
用
保
険
の
被

保
険
者
と
な
る
労
働
者
を
雇
用

し
て
い
る
場
合
は
、
雇
用
保
険

の
事
業
所
設
置
届
、
被
保
険
者

資
格
取
得
届
を
公
共
職
業
安
定

所
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
事
業
主
自
ら
手
続
き

す
る
方
法
の
ほ
か
に
、
事
業
主

に
代
わ
り
、
こ
れ
ら
の
事
務
を

行
う
労
働
保
険
事
務
組
合
へ
の

委
託
や
、
社
会
保
険
労
務
士
へ

依
頼
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
次
の
と
こ
ろ
ま

で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
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北
海
道
労
働
局
・
総
務
部
・
労
働
保
険
適
用
室
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労
働
保
険
へ
の
加
入
は
お

済
で
す
か
？
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 企画商工課（広報広聴係） � 52- 2115
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● 問い合わせ・ご連絡先 ●
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いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

お
譲
り
く
だ
さ
い
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

【お譲りします】
　コーヒーメーカー／調乳ポット／歩行器／
　スキーウェア（100㎝・男児用）／丹前／加湿器

【お譲りください】
バスタオル／パソコン／
幼児・児童（0～12才）向けの本／
幼児・児童（0～12才）向けのビデオテープ
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上川支庁では、10月を納税推進強調月間とし
て、個人事業税、自動車税などの滞納圧縮に努め
ています。納税のご相談は、上川支庁税務部納税
課（�0166-46-5100）までご連絡ください。
なお、日中納税できな

い方のために、次のとお
り休日窓口を開設します。

�休日窓口
日時　10月23日（日）
 　　　9時から17時まで
場所　旭川市永山6条19丁目
　　　北海道上川合同庁舎1階税務部納税課

 １０月１日 � １２月３１日  

赤い羽根
共同募金

地域の福祉、
みんなで参加


